
幸田 (こうた)町立 (ちょうりつ)小中学校 (しょうちゅうがっこう)の留守番 (るすばん)電話 (でんわ)設定 (せってい)について

１　設定 (せってい)時刻 (じこく)
休 (きゅう)　日 (じつ)　
授業 (じゅぎょう)日 (び)　午後 (ごご)６時 (じ)　
※学校 (がっこう)の事情 (じじょう)によって早 (はや)まることがあります。

２　緊急 (きんきゅう)連絡 (れんらく)の場合 (ばあい)の対応 (たいおう)について
幸田町 (こうたちょう)役場 (やくば)経由 (けいゆ)で学校 (がっこう)担当者 (たんとうしゃ)へ連絡 (れんらく)します。

３　緊急 (きんきゅう)連絡 (れんらく)の内容 (ないよう)
(1) 児童 (じどう)生徒 (せいと)の命 (いのち)にかかわる事故 (じこ)など
(2) 児童 (じどう)生徒 (せいと)及 (およ)び保護者 (ほごしゃ)の訃報 (ふほう)

４　緊急 (きんきゅう)連絡 (れんらく)の流 (なが)れ
役場 (やくば)に電話 (でんわ)（守衛 (しゅえい)）　→　町 (ちょう)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)　→　学校 (がっこう)　→　保護者 (ほごしゃ)
　　【代表 (だいひょう)電話 (でんわ)：62-1111】
　　※１　役場 (やくば)（守衛 (しゅえい)）へは学校名 (がっこうめい)、御自身 (ごじしん)（保護者 (ほごしゃ)）の氏名 (しめい)、児童 (じどう)生徒 (せいと)の学級 (がっきゅう)・氏名 (しめい)をお知 (し)らせください。
※２　後 (のち)ほど学校 (がっこう)から保護者 (ほごしゃ)に連絡 (れんらく)があり、詳細 (しょうさい)を聞 (き)き取 (と)ります。
　　
５　役場 (やくば)への電話 (でんわ)の仕方 (しかた)（例 (れい)）
　　「〇〇小 (しょう)・中 (ちゅう)の保護者 (ほごしゃ)の△△です。児童 (じどう)・生徒 (せいと)は〇年 (ねん)〇組 (くみ)の〇〇〇〇です。（事故 (じこ)・訃報 (ふほう)）の件 (けん)で学校 (がっこう)に連絡 (れんらく)したいのでお願 (ねが)いします。」
